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ま
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ろ
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え
な
わ

漁
業
の
操
業
の
指
示

(

事

務

局)

…

�

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会
指
示
第
七
号

青
森
県
西
部
海
区
管
内

(

日
本
海
沖
合
海
域)

に
お
け
る
ま
ぐ
ろ
は
え
な
わ
漁
業
の
操
業
に
つ
い

て
、
漁
業
法

(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
六
十
七
号)

第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
指
示
す
る
。

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日

青
森
県
西
部
海
区
漁
業
調
整
委
員
会

会

長

前

田

廣

臣

一

操
業
の
制
限

次
に
掲
げ
る
制
限
海
域
及
び
制
限
期
間
に
お
い
て
は
、
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船

を
使
用
し
て
行
う
ま
ぐ
ろ
は
え
な
わ
漁
業
の
操
業
を
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
青
森
県
西
部

海
区
漁
業
調
整
委
員
会

(

以
下

｢

委
員
会｣

と
い
う
。)

の
承
認
を
受
け
た
場
合
は
、
こ
の
限
り

で
な
い
。

１

制
限
海
域

青
森
県
東
津
軽
郡
龍
飛
埼
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
松
前
郡
白
神
岬
灯
台
中
心
点
と
を
結
ぶ
線

以
西
の
青
森
県
西
部
海
区
管
内
の
海
域

２

制
限
期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

二

操
業
の
承
認

一
に
お
い
て
、
総
ト
ン
数
二
十
ト
ン
未
満
の
動
力
漁
船
を
使
用
し
て
ま
ぐ
ろ
は
え
な
わ
漁
業
を

操
業
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
船
舶
ご
と
に
、
委
員
会
が
別
に
定
め
る
平
成
二
十
八
年
度
青
森
県
西

部
海
区
ま
ぐ
ろ
は
え
な
わ
漁
業
操
業
承
認
事
務
取
扱
要
領
に
よ
り
承
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

１

承
認
海
域

青
森
県
東
津
軽
郡
龍
飛
埼
灯
台
中
心
点
と
北
海
道
松
前
郡
白
神
岬
灯
台
中
心
点
と
を
結
ぶ
線

以
西
の
青
森
県
西
部
海
区
管
内
の
海
域

２

承
認
期
間

平
成
二
十
八
年
七
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
三
十
一
日
ま
で

３

承
認
対
象
者

�

平
成
二
十
五
年
か
ら
平
成
二
十
七
年
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
委
員
会
に
よ
る
西
部
海
区
管

内

(

日
本
海
沖
合
海
域)

に
お
け
る
ま
ぐ
ろ
は
え
な
わ
漁
業
の
操
業
の
承
認
に
基
づ
き
操
業

し
、
マ
グ
ロ
の
漁
獲
実
績
を
有
す
る
者

�

委
員
会
が
特
に
認
め
た
者

４

承
認
証
の
交
付

委
員
会
は
、
承
認
し
た
と
き
は
、
ま
ぐ
ろ
は
え
な
わ
漁
業
操
業
承
認
証
を
交
付
す
る
。

５

承
認
の
取
消

委
員
会
は
、
こ
の
指
示
に
違
反
し
た
承
認
者
の
承
認
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

６

操
業
者
の
遵
守
事
項

�

承
認
を
受
け
た
者
は
、
漁
業
秩
序
の
維
持
及
び
漁
具
被
害
の
防
止
を
図
る
た
め
、
他
種
漁

業
を
営
む
者
と
の
間
で
操
業
協
定
を
締
結
し
、
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
な
お
、

協
定
締
結
当
事
者
は
、
各
漁
業
を
営
む
者
で
構
成
す
る
団
体
の
代
表
者
と
す
る
。

�

承
認
を
受
け
た
者
は
、
漁
業
秩
序
の
維
持
及
び
漁
具
被
害
の
防
止
を
図
る
た
め
必
要
と
認

め
る
と
き
に
は
、
当
該
漁
業
者
間
で
操
業
協
定
を
締
結
し
、
こ
れ
を
遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。

�

承
認
を
受
け
た
者
は
、
船
団
を
編
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
漁
業
を
操
業
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
船
舶
に
承
認
証

を
備
え
付
け
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

青 森 県 報平成28年６月17日 金曜日 号外第59号1

�
�
�
�
�
�

�
	
�


�

�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�



( )

(

発
行
所
・
発
行
人)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

(
印
刷
所
・
販
売
人)

青
森
市
第
二
問
屋
町
三
丁
目
一
番
七
七
号

東
奥
印
刷
株
式
会
社

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
四
十
四
銭

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行

�

承
認
を
受
け
た
者
は
、
当
該
漁
業
の
操
業
期
間
中
標
識

(

承
認
番
号
を
記
載
し
た
も
の)

を
当
該
船
舶
の
船
橋
楼
両
側
面
の
見
や
す
い
場
所
に
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

漁
獲
物
は
、
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
場
合
を
除
き
、
一
の
制
限
海
域
に
面
す
る
陸
揚

港
以
外
に
陸
揚
げ
し
、
又
は
他
の
船
舶
に
転
載
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
委
員
会
が
必

要
と
認
め
た
場
合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

�

承
認
を
受
け
た
者
は
、
操
業
終
了
後
三
十
日
以
内
に
、
漁
獲
成
績
を
委
員
会
に
報
告
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

�

承
認
を
受
け
た
者
は
、
前
各
号
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
委
員
会
が
必
要
と
認
め
て
指
摘

し
た
と
き
は
、
こ
れ
に
従
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

三

指
示
の
有
効
期
間

平
成
二
十
八
年
六
月
十
七
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
一
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
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